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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

【基本的な考え方】

当社は、全てのステークホルダーへの提供価値を高め、より信頼される企業になるため、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることで経営の透明
性・公正性を確保するとともに、迅速な業務遂行に努め、より効率的な企業経営による経営基盤の強化を目指しています。

【基本方針】

１．株主の権利・平等性の確保

当社は、様々な株主の権利・平等性が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の
整備を行います。

２．株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現するには、様々なステークホルダーと良好な関係を保ち、対話を繰り返し、連
携していくことが必要であることを十分に認識し、ステークホルダーとの適切な協働に努めます。

３．適切な情報開示と透明性の確保

当社は、経営の透明性を確保するため、常に株主、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行えるよう社内体制の充実
に努め、株主、投資家への会社情報の適時適切な開示について真摯な姿勢で臨むことを適時開示の基本方針とし、法令に基づく情報開示を適切
に行うのみならず、法令に基づく開示以外の情報提供やその有用性の向上に主体的に取り組みます。

４．取締役会等の責務

当社の取締役会は、当社グループの経営戦略について方向付けを行います。また、取締役による適切なリスクテイクを支える環境を整備するとと
もに、独立性の高い社外取締役を選任し、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行います。

５．株主との対話

当社は、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行い、株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払います。ま
た、会社の経営方針を株主に分かりやすく明確に説明し、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を
踏まえた適切な対応に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1－4　上場株式の政策保有に関する方針及び政策保有株式の議決権行使基準】

取引や事業戦略上、特に必要である場合にのみ、他社株式を取得・保有することを基本とし、毎年度、取締役会において、全保有銘柄を対象に、
保有目的、中長期的な便益や将来の見通しを踏まえ、保有に伴うリスク・リターンが目標とする資本効率性に係る水準に見合っているか等を考慮
し、その保有の適否を検証した上で、必要が認められなくなったものは縮減を図ることとしております。

また、政策保有株式については、全ての議案に対して議決権を行使しています。各議案については、政策保有株式の保有目的と整合が取れてい
るか確認し、投資会社の企業価値を中長期的に損ねる等、当社グループに不利益をもたらすおそれがないかを踏まえ、総合的に賛否を判断して
います。

【原則1－7　取締役会による関連当事者取引に係る手続の枠組みの開示】

関連当事者間の取引が会社及び主要株主等の利益を害さないよう、取締役の競業取引及び会社と取締役間の取引については、法令及び取締
役会規則の定めに基づき、取締役会の承認を得ることとしています。また、当社と主要株主等との取引については、取締役会へ付議する基準を設
け、該当する場合には取締役会で承認を行っております。

なお、当社ではグループ役員・主要株主等について定期的に関連当事者間取引に関する調査を実施し、関連当事者間取引の把握と確認に努め
ています。

【補充原則2－4①　人材の多様性に関する定量的な目標等の開示】

下記Ⅲ．3．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況をご参照ください。

【原則2－6　企業年金運用取組に関する開示及び受益者と会社間の利益相反の管理】

当社は、加入員・受給者等に対する年金給付を将来にわたって確実に行うことを目的に「年金資産運用の基本方針」を定め、年金資産の運用を
行っています。外部専門家の知見を取り入れ、資産構成割合の策定と運用機関を決定するとともに、運用状況の定期的なモニタリングによる評価
を行っています。また、人事部及び財務部から構成される資産運用委員会を設置し、資産運用実績及び資産構成の策定等について審議を行って
います。

【原則3－1　情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画



当社は、ミッションである「東京を走らせる力」を中心に、実現したい未来である「ビジョン」、約束する価値である「バリュー」、大切にする精神である
「スピリット」からなる経営指針及び「中期経営計画」を策定し、当社ホームページ等において開示しております。

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書Ⅰ.１．【基本的な考え方】及び【基本方針】に記載しております。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

下記Ⅱ．１【取締役報酬関係】「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご覧ください。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役及び監査役の選解任並びに代表取締役社長の選定・解職に関する方針と手続については、以下のとおりです。

・社外取締役ではない取締役については、各事業分野に精通し、さまざまな知識及び経験を有する者から選任いたします。

・社外取締役については、各人の経歴等に基づく豊富な知識及び経験を当社の経営に活かすことができる者を選任いたします。さらに独立社外取
締役については、経営の意思決定の過程等で、専門分野を含めた幅広い知見に基づく助言、及び独立した立場で実効性の高い監視・監督を行う
ことができる人材を選任し、取締役の3分の1以上といたします。

・監査役については、取締役会から独立した立場で取締役の職務執行の監査を行うため、多様な分野において豊富な知識及び経験を有する者を
招請することとし、財務及び会計に関する専門的な知見を十分に有する者を１名以上選任いたします。

・会社は、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置し、委員長は、独立社外取締役から選任いたします。取締役会
は、代表取締役社長の選定・解職議案及び株主総会に諮る取締役の選解任議案については、手続きの客観性及び透明性を確保する観点から、
事前に指名・報酬委員会に諮り、指名・報酬委員会は、取締役会から独立した立場で諮問事項について答申を行います。

・取締役の選解任議案については、株主総会に諮る議案を取締役会に付議し、取締役会決議により決定いたします。監査役の選解任議案につい
ては、監査役会の同意を得た上で株主総会に諮る議案を取締役会に付議し、取締役会決議により決定いたします。

・なお、東京地下鉄株式会社法（平成14年12月18日法律第188号）第5条により、代表取締役の選定・解職及び監査役の選任・解任には国土交通
大臣の認可がなければ効力を発生しないこととされております。

（ⅴ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名理由

当社は、取締役及び監査役の選解解任議案を株主総会に付議する際、候補者の略歴、地位及び担当をふまえた個々の選解任理由を、株主総会
参考書類において開示しております。

【補充原則3－1③　気候変動リスク及び人的資本・知的財産への投資についての開示】

当社は、サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）を定めて取組みを推進しているほか、サステナビリティ推進委員会を設置し、具体的な取組み
について議論を進める体制としています。

特に気候変動リスクについては、当社は2022年3月にTCFD提言への賛同を表明しており、同フレームワークに準じ、気候変動リスク・機会を特定
の上、それらに対応する体制等について情報開示を行っています。開示情報を活用してステークホルダーの皆様と対話を進めるとともに、長期環
境目標「メトロCO2ゼロ チャレンジ 2050」に基づき気候変動に関する取組みを推進し、当社グループ全事業のCO2排出量「2030年度－53％（2013

年度比）、2050年度実質ゼロ」を目指します。

また人的資本については、目指す人財像を定め、それを人財戦略の中核に据え、各種施策の推進及び情報開示を進めてまいります。

さらに当社グループは、2025～2027中期経営計画「Run!～次代を翔けろ～」において、環境、社会、経済の持続可能性に配慮したサステナビリティ
経営の推進によりサステナビリティ重要課題（マテリアリティ）の解決を図ることでバリューを創出し、ビジョン「次の『あたりまえ』と『ワクワク』を」の
実現を目指します。

【補充原則4－1①　取締役会による経営陣への委任範囲の明確化及びその概要の開示】

取締役会で審議・報告すべき事項について、法令及び定款に定めるもののほか、「取締役会規程」、「取締役会付議基準」において明確にしており
ます。それ以外の事項については、取締役社長以下の経営陣に委任しており、その内容は、職務権限規則等の社内規程に基づき、適切な権限者
により決定するよう定めております。

【原則4－9　取締役会による独立社外取締役の独立性判断基準の策定及びその開示】

当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」については、下記Ⅱ．１．【独立役員関係】その他独立役員に関する事項をご参照ください。

【補充原則4－10①　独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の活用】

下記Ⅱ．１【取締役関係】補足説明をご覧ください。

【補充原則4－11①　取締役の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方の開示】

取締役の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方については、以下のとおりです。

・当社取締役会は、全てのステークホルダーへの提供価値を高め、より信頼される企業となるため、透明・公正かつ迅速な意思決定を行うととも
に、実効性の高い監督（モニタリング）を行っております。

・社外取締役ではない取締役については、各事業分野に精通し、さまざまな知識及び経験を有する者、社外取締役についても、各人の経歴等に
基づく豊富な知識及び経験を当社の経営に活かすことができる者により構成しております。

・取締役の選任にあたっては、経営のダイバーシティの観点からジェンダー等の多様性にも留意しております。また、取締役会による監督（モニタリ
ング）機能の充実を図っていく観点から、取締役の員数は定款の定めに従い 15名以内、独立社外取締役を取締役の 3 分の 1 以上とする体制と

しております。

・なお、中長期的な経営戦略及び経営課題に基づいて、当社が取締役に期待するスキル（知識・経験）については、スキル・マトリックスに記載して
おります。

【補充原則4－11②　取締役・監査役の他の上場企業役員との兼任状況の毎年の開示】

当社の取締役・監査役の主要な兼職については、有価証券報告書において開示しております。今後はその他の開示書類等における開示につい
ても検討してまいります。

【補充原則4－11③　取締役会の実効性についての分析・評価及び結果の概要の開示】

当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しており
ます。

自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。

〈実施方法〉

2024年12月に取締役会の構成員である全ての取締役及び監査役を対象にアンケートを実施しました。外部機関に直接回答することで匿名性を確
保いたしました。また、一部の取締役に対して、外部機関によるインタビューを実施しました。

外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2025年4月の取締役会において、分析・議論・評価を行い、2025年5月の取締役会において、
抽出された課題への対応の方向性を決定しました。その結果の概要は以下のとおりです。

〈結果の概要〉

アンケート・インタビューの回答からは、取締役会の員数や独立性、多様性の観点から取締役会の構成は適切であり、取締役会では多様な観点



から議論が行われていることが確認されました。社外取締役からは事前説明の実施や鉄道現場視察の機会の提供など、サポートが充実している
との評価が確認されました。これらの意見を踏まえ、取締役会全体の実効性については確保されていると認識しております。

一方で、中長期的な経営戦略・経営課題に関する議論の充実、グループ会社のガバナンスモニタリング等、取締役会の機能のさらなる向上に向
けた課題についても共有いたしました。

今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを
継続的に進めてまいります。

【補充原則4－14②　取締役・監査役のトレーニングの方針の開示】

取締役・監査役のトレーニングについては、外部の専門家や有識者を招いた役員向けの講演会等を継続的に開催しているほか、研修会や現場視
察等を定期的に実施しております。

【原則5－1　株主との対話促進のための体制整備・取組に関する方針の開示】

株主との建設的な対話を促進するための方針については、以下のとおりです。

・株主との対話の担当部署は、経営企画本部IR室及び総務部とし、経営企画本部長がこれを統括します。株主との対話の対応者は、取締役又は
執行役員を基本としつつ、株主の要望と関心事項もふまえて、当社が決定します。

・対話の担当部署は、適宜関係部署と対話内容を共有します。

・個別面談以外に、決算説明会を開催し、その内容を当社ホームページにおいて開示するなど、IR活動の充実を図ります。

・株主との対話によって得られたご意見等については、取締役会等において、取締役や監査役、執行役員等に報告します。

・インサイダー情報については、社内規程に基づき、適切に管理します。また、会社情報を適時適切に発信すべく、ディスクロージャー・ポリシーを
定めております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（英文開示あり）】

中期経営計画では、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」として、当社の資本コストや株価の現状分析を行った上で、同計画
において掲げる各種取組みを、資本コストを意識しつつ推進することとしており、これらの取組みによるさらなる成長を通じて当社の株価・企業価
値の向上に努めてまいります。

　詳細については、当社ホームページ （IR情報）において開示しております。

https://www.tokyometro.jp/corporate/ir/library/taiwa/index.html

【株主との対話の実施状況等】

株主との対話の実施状況等については当社ホームページ（IRニュース）

https://www.tokyometro.jp/corporate/ir/library/taiwa/index.htmlにおいて開示しております。今後発行する統合報告書においても、開示していく
予定です。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

財務大臣 310,343,185 53.42

東京都 270,656,815 46.58

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 43,278,100 7.45

東京メトロ従業員持株会 15,421,000 2.65

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 12,631,400 2.17

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＲＥ ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　ＣＬＩＥＮＴＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ 5,825,674 1.00

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＷＥＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ　－　ＴＲＥＡＴＹ　505234 4,953,000 0.85

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 4,699,607 0.81

ゴールドマン・サックス証券株式会社ＢＮＹＭ 3,215,800 0.55

Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＬＣ 2,281,295 0.39

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

【大株主の状況】は2025年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しています。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 陸運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

親会社や上場子会社など、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小林　英三 他の会社の出身者

武井　奈津子 他の会社の出身者

井村　順子 公認会計士

加藤　一誠 学者



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小林　英三 ○ なし

日本銀行理事のほか、日本証券金融株式会社
において代表取締役社長を務めるなど、経営、
財務・会計、人事・労務・人財開発に関する豊
富な経験、知見を有しており、経営陣から独立
した客観的視点から業務執行に対する監督を
することに適任であると考えております。また、
同氏は、証券取引所が定める独立役員の要件
及び当社社外役員独立性判断基準を充足して
おり、一般株主と利益相反のおそれがないこと
から独立役員に指定しました。

武井　奈津子 ○ なし

ソニーグループ株式会社において常務法務部
シニアゼネラルマネジャーを務めるなど、経
営、法務、リスクマネジメントに関する豊富な経
験、知見を有しており、経営陣から独立した客
観的視点から業務執行に対する監督をするこ
とに適任であると考えております。また、同氏
は、証券取引所が定める独立役員の要件及び
当社社外役員独立性判断基準を充足してお
り、一般株主と利益相反のおそれがないことか
ら独立役員に指定しました。

井村　順子 ○ なし

新日本有限責任監査法人（現：ＥＹ新日本有限
責任監査法人）においてシニアパートナーを務
めるなど、財務・会計、人事・労務・人財開発、
サステナビリティに関する豊富な経験、知見を
有しており、経営陣から独立した客観的視点か
ら業務執行に対する監督をすることに適任であ
ると考えております。また、同氏は、証券取引
所が定める独立役員の要件及び当社社外役
員独立性判断基準を充足しており、一般株主と
利益相反のおそれがないことから独立役員に
指定しました。

加藤　一誠 ○ なし

慶應義塾大学商学部教授を務めるなど、経
営、財務・会計、安全・輸送サービスに関する
豊富な経験、知見を有しており、経営陣から独
立した客観的視点から業務執行に対する監督
をすることに適任であると考えております。ま
た、同氏は、証券取引所が定める独立役員の
要件及び当社社外役員独立性判断基準を充
足しており、一般株主と利益相反のおそれがな
いことから独立役員に指定しました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性



委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、指名・報酬委員会を2022年7月に設置
しております。本委員会は、委員3名以上で構成し、委員長を務める独立社外取締役のもと、客観的かつ公正な観点から、取締役等の指名・報酬
等について審議の上、その結果を取締役会に報告しております。具体的には、役員報酬制度、個人別の役員報酬額、スキルマトリックスの枠組み
等に関する審議を行っております。2024年度は、全委員出席のもと6回の委員会を開催いたしました。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人から監査計画、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、監査結果及び会計監査人が把握
した内部統制の状況について報告を受けるとともに、意見交換を行う等、緊密に連携しております。また、監査室から、内部監査及び財務報告に
係る内部統制評価の計画及び結果の報告を受けています。

監査室は、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の計画の策定及びその実施にあたっては、会計監査人の行う監査との調整を図るととも
に、会計監査人の求めに応じて内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の計画、進捗状況及び結果を報告する等、緊密に連携しています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

櫛引　雅亮 他の会社の出身者 △

坂井　辰史 他の会社の出身者 △

延與　桂 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者



g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

櫛引　雅亮 ○

櫛引雅亮氏は、2025年３月まで、株式会
社プロネッドの業務執行者を務めており、
同社にとって当社は連結売上高の２％以
上を占める取引先に当たるものの、同氏
は監査、財務・会計、法務・リスクマネジメ
ントに関する見識に長け、その人格、見識
等に照らし、当社の独立役員としてふさわ
しいと当社としては考えており、また、同社
の業務執行者であった期間も短期間であ
ることから、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断できるため、当社が
定める独立役員に係る独立性判断基準を
充足するものとして、同氏を独立役員とし
て指定しました。

双日株式会社において常勤監査役を務めるな
ど、監査、財務・会計、法務・リスクマネジメント
に関する豊富な経験、高い知見を有しており、
経営を監査することに適任であると考えており
ます。また、同氏は、証券取引所が定める独立
役員の要件及び当社社外役員独立性判断基
準を充足しており、一般株主と利益相反のおそ
れがないことから独立役員に指定しました。

坂井　辰史 ○

坂井辰史氏は、みずほフィナンシャルグ
ループ特別顧問であります。同グループと
当社は取引関係にありますが、同社との
取引規模・性質に照らして、株主・投資者
の判断に影響を及ぼすおそれはありませ
ん。

株式会社みずほフィナンシャルグループにおい
て要職を歴任するなど、金融機関中枢におけ
る豊富な経験、高い知見を有しており、経営を
監査することに適任であると考えております。ま
た、同氏は、証券取引所が定める独立役員の
要件及び当社社外役員独立性判断基準を充
足しており、一般株主と利益相反のおそれがな
いことから独立役員に指定しました。

延與　桂 　 なし

東京都オリンピック・パラリンピック準備局長を
務めるなど、都行政において豊富な経験、高い
知見を有しており、経営を監査することに適任
であると考えております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

なお、社外役員の独立性に関する基準は、以下のとおりです。

独立性判断基準

　当社の社外役員について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下各号のいずれの基準にも該当しない場合、独立性を有するものと
判断する。

（１）「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の連結売上高の2％以上を占める取引先」の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員そ
の他これらに準ずる者及び使用人。以下同じ。）

（２）「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社が連結売上高の2％以上を占める取引先」の業務執行者

（３）「当社の主要な借入先（過去3事業年度末において、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性のない程度に依存している金融機
関その他の大口債権者）」の業務執行者

（４）「過去3事業年度末のいずれかにおいて、総議決権の10％以上を保有する当社の主要株主」の業務執行者

（５）過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（その者が法人等
の団体である場合は、その者の直前3事業年度のいずれかにおいて、当社及びその連結子会社から得ている財産上の利益が年間収入の2％を
超える法人等の団体に所属する前段に掲げる者）

（６）過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間10百万円超の寄付・助成を受けている者。ただし、その者が法人である場合は、その者の
直前3事業年度のいずれかにおいて、当社及びその連結子会社から得ている寄付・助成が、その者の年間売上高又は年間総収入の2％を超える
法人の業務執行者である者

（７）最近3年間において、当社の外部会計監査人であった公認会計士又は監査法人に所属する者（ただし、事務的又は補助的スタッフを除く。）

（８）当社及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族

（９）上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有している者

なお、上記の各号のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者に



ついては、当社は、当該人物が独立役員としての要件を充足しており、独立役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することによって、
当該人物を当社の独立役員候補者とすることができる。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針等については、本報告書Ⅱ．１．「機関構成・組織運営等に係る事
項」【取締役報酬関係】をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2024年度において、当社の取締役及び監査役に支払った報酬等は以下のとおりです。

【取締役（社外取締役を除く）】

報酬等の総額：201百万円（基本報酬：160百万円、業績連動報酬（役員賞与）：40百万円）、対象となる役員の員数：7名

【監査役（社外監査役を除く）】

報酬等の総額：21百万円（基本報酬：21百万円、業績連動報酬（役員賞与）：なし）、対象となる役員の員数：1名

【社外役員】

報酬等の総額：73百万円（基本報酬：73百万円、業績連動報酬（役員賞与）：なし）、対象となる役員の員数：7名

（注）1　上記業績連動報酬（役員賞与）は、当期中に役員賞与引当金として計上した額です。

なお、当社の業績目標であり、業績連動報酬の指標としている連結営業利益の当事業年

度における実績は、86,942百万円でした。

2　取締役の報酬限度額は、年額300百万円です。

(2004年3月24日開催の創立総会決議　終結時点での取締役の員数12名（うち社外0名））

3　監査役の報酬限度額は、年額70百万円です。

(2004年3月24日開催の創立総会決議　終結時点での監査役の員数4名（うち社外3名））

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１　基本方針

当社は、社外取締役でない取締役に対し、役位に応じた職責等を踏まえた基本報酬及び事業年度ごとの業績に連動する役員賞与を金銭にて支
給するとともに、株主目線での経営の促進（株主との利害の共有）、中長期の企業価値増大への動機付けとすることを目的として、株式報酬によ
る中期・長期インセンティブを付与します。社外取締役に対しては、その職責に鑑み、基本報酬のみを支給します。なお、取締役の金銭報酬の総
額及び株式報酬の総額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内とします。

２　取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会において決議の上、代表取締役社長に一任します。代表取締役社長は、透明性及び公正
性を確保する観点から、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮り、当該委員会の審議結果を踏まえてこれを決定し



ます（株式報酬については、取締役会で定める基準に従い決定します。）。

なお、株式報酬については、支給対象となる取締役が、法令、当社の規程等に関して重要な点で違反があった場合その他一定の事由に該当する
場合は、指名・報酬委員会に諮り、当該委員会の審議結果を踏まえ、取締役会において、株式報酬を受ける権利の全ての没収又は支給済みの
株式報酬の全て若しくは相当額の金銭の返還について、当該取締役に請求するか否か決定します。

３　基本報酬の決定に関する方針

基本報酬は、月例による固定報酬とし、役位に応じた職責、当社の業績、他社水準、従業員給与の水準等を勘案し決定します。

４　業績連動報酬（役員賞与）の決定に関する方針

役員賞与は、事業年度ごとの業績に連動する指標として当社の業績、役位に応じた職責、代表権の有無、業績に対する個人の貢献等を勘案して
決定し、金銭報酬として毎年一定の時期に支給します。

５　株式報酬（PSU／RS）の決定に関する方針

（１）中期インセンティブ：パフォーマンス・シェア・ユニット（ＰＳＵ）

・株主目線での経営の促進（株主との利害の共有）に加え、中期的な企業価値増大への動機付けを目的として、中期経営計画に掲げる目標値の
達成度等に応じて変動する業績連動型の株式報酬（譲渡制限付株式）を中期経営計画終了後に付与します。

（２）長期インセンティブ：譲渡制限付株式報酬（ＲＳ）

・株主目線での経営の促進（株主との利害の共有）に加え、安全・安心をはじめとしたサステナビリティ経営の実現による長期的な企業価値増大へ
の動機付けを目的として、役位に応じた一定の株式報酬（譲渡制限付株式）を毎年付与します。

６　取締役の個人別の報酬（基本報酬・役員賞与・株式報酬（PSU／RS））の額に対する割合の決定に関する方針

社外取締役でない取締役の基本報酬、役員賞与、株式報酬（PSU／RS）の割合については、全ての業績指標等が目標に達した時に、基本報酬、
役員賞与、ＰＳＵ、ＲＳがおおよそ５：１：２：２となるように構成します。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役に対しては、他の取締役と情報格差が生じないよう情報提供を行う体制を整備し、必要に応じて担当部等からの説明等を行えるように
しております。

社外監査役に対しては他の監査役と情報格差が生じないよう情報提供を行い、社外監査役から社内調査を受けた場合には、円滑に対応できるよ
うにしております。また、監査役を補佐するための専任スタッフとして監査役室に６名を配置し、監査役監査の補助を行っています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

奥　義光 相談役 経営に対する助言等 常勤、報酬有 2017/6/29 1年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社の取締役会は、社外取締役4名を含む11名で構成され、原則月1回の開催により、法令又は定款に規定するもののほか、経営に関する重要
な事項についての決定及び業務執行の監督を行っています。2024年度は24回開催し、取締役の年度内の出席率は99.2％でした。

また、社長の諮問機関である経営会議は、代表取締役、執行役員及び必要に応じて社長の指名する者が出席することとしており、経営に関する
重要な事項について審議し、迅速かつ適切な業務執行を行っています。

当社は監査役制度を採用しており、3名の社外監査役を含む監査役4名で構成され、監査役会の開催のほか、取締役会その他重要な会議への出
席、重要な決裁書類の閲覧など、取締役の職務執行について厳正な監査を行っています。

監査役監査については、監査役会を定期的に開催し、監査方針及び監査計画に基づき、業務執行状況について監査を実施するとともに、必要に
応じ各取締役から業務の執行状況についての個別聴取を行っています。監査役を補佐するための専任スタッフとして監査役室に６名を配置し、監
査役監査の補助を行っています。

内部監査については、社長直轄の組織である監査室に21名を配置し、うち室長以下８名がリスク・ベースによる内部監査を行うとともに、グループ
会社の監査も行っています。また、監査結果について社長及び監査役に報告し、その後取締役会に報告しています。

会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しています。当事業年度において監査業務を執行した公認会計士は小口誠
司（継続監査年３年）、後藤久美子（同３年）であり、同監査業務に係る補助者は35名（公認会計士６名、その他29名）です。

取締役個別の報酬については「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

当社は、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その限度額は法令が定
める額としています。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

事業内容、規模等を総合的に勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2025年6月開催の定時株主総会の招集通知は、開催日の19日前である６月６日に発送し
ています。また、発送日のおおむね1週間前に当社ホームページ及び東京証券取引所
ホームページに早期開示をしています。

集中日を回避した株主総会の設定 2025年6月開催の定時株主総会は、集中日の２日前である6月25日に開催しています。

その他

株主総会の招集通知を当社ホームページに掲載しております。2025年6月開催の定時株
主総会からインターネットによる議決権行使等、より多くの株主の意思が反映できるような
仕組みやオンライン配信を導入したほか、引き続きより多くの株主に情報提供できるよう
な環境整備を進めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社はディスクロージャー・ポリシーを定めており、当社ホームページにおいて
公表しております。

URL:https://www.tokyometro.jp/corporate/ir/disclosure/index.html

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向けに定期的に説明会を開催する予定です。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

各四半期決算の発表直後に定期的に説明会を開催しているほか、アナリスト・
機関投資家との個別ミーティングも実施しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
年２回程度、欧州、北米、アジア等の海外機関投資家訪問を予定しておりま
す。

なし

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページのIR専用ページにおいて、決算関係資料や適時開示資料、
月次運輸収入データを掲載しております。

URL:https://www.tokyometro.jp/corporate/ir/index.html

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当部署名：経営企画本部IR室

IR担当役員：常務執行役員　大井康弘

IR事務連絡責任者：IR室長　黒沢航平



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

東京メトログループは、様々な取組みを通じ、お客様、株主・投資家、社員、取引先、地域・
社会をはじめとするステークホルダーとコミュニケーションを図っています。

全役職員がステークホルダーに対して果たすべき責任と、役員及び社員としての心構えを
まとめた「東京メトログループコンプライアンス行動基準」を制定しています。

当社グループの事業活動において影響を受けるすべての人々の人権を尊重すべく「東京メ
トログループ人権方針」を定めるとともに、「東京メトログループカスタマーハラスメント対応
ポリシー」を制定し、従業員の安全な就業環境の確保に努めています。

また、多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていることを踏まえ、「マルチス
テークホルダー方針」を策定しています。

　各ステークホルダーへの取組みについては、各報告書やホームページ等において開示し
ています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループでは、特に取り組むべきサステナビリティ重要課題（マテリアリティ）を特定
し、事業を通じて課題解決を図るべく各種施策を推進しております。

マテリアリティのひとつである「脱炭素・循環型社会の実現」に貢献すべく、長期環境目標
「メトロCO2ゼロ チャレンジ 2050」を設定し、当社グループ全事業が排出するCO2量につい

て「2030年度－53％（2013年度比）、2050年度実質ゼロ」を目指しています。

2022年3月に賛同を表明したTCFD提言に基づく気候変動リスク・機会に対応する体制や取
組み等についても、さらなる情報開示を進めてまいります。

環境保全活動以外のCSR活動としては、KIDS（子ども・体験・教育）、CULTURE（文化・芸
術・歴史）、WELLNESS（豊かなライフスタイルの実現）の３つの重点分野において、各地域
のコミュニティと連携しながら、沿線地域の成長・発展に対し継続的にサポートすることによ
り、地域・社会のさらなる活性化等を目指します。

なお、これらの具体的な活動については各報告書やホームページ等において開示していま
す。



その他

＜多様性の確保に向けた考え方・人財育成方針＞

当社は、経営戦略と連動した実行性の高い人財戦略を策定し、『目指す姿』として「目指す
人財像（自律・挑戦・協働する人財）」や「目指す組織像（多様な社員がお互いに認め合い、
アイデアを出し合い、切磋琢磨することでさらなる価値を創出し続ける組織）」を掲げ、人的
資本経営を推進しています。

具体的には、『目指す姿』の実現に向け、「WORK×LIFE SMILE ACTION～社員一人ひとり

の最大活躍のために～」を総称とした各種人事施策（採用強化、働きやすさ向上、やりが
い創出、人財育成、福利厚生拡充、健康経営推進）を実行しています。

多様性の確保（DE&I推進）の観点では、人事部内にDE&Iを推進する担当を設置するととも
に、人事部担当執行役員を委員長とした「DE&I推進委員会」を設置し、性別や性的指向・
性自認、障がいの有無等に関わらず多様な人財が活躍できるよう各種取組みを進めてい
ます。

具体的には、「女性活躍推進法」や「次世代育成支援対策推進法」に基づいた行動計画の
策定、女性管理職を着実に増やすための女性のキャリアアップを支援するセミナー実施、
男女ともに長く働き続けることができるための男性社員の育児休業取得率向上、障がい者
の雇用促進等に取り組んでいます。

また、人権デューデリジェンスの観点も踏まえ、全役職員を対象にしたLGBTQ理解促進に
関する研修や、新任管理職等を対象にしたダイバーシティマネジメント研修を実施し、性的
少数者が抱える困難性を正しく理解し、性的少数者に対する配慮や支援を促しています。

（参考）「WORK×LIFE SMILE ACTION」

https://www.tokyometro.jp/corporate/work_life/index.html

＜多様性の確保に向けた目標と状況＞

１　女性

【雇用目標】

2031年度期首時点において女性社員の割合を10％以上にすることを目標としています。

【管理職目標】

2031年度期首時点において女性管理職社員の割合を10％以上にすることを目標としてい
ます。

２　障がい者

【雇用目標】

2031年度期首において、特例子会社メトロフルールと合算した障がい者の雇用割合を法定
雇用率以上にすることを目標としています。

３　その他、多様な人財の確保

（１）キャリア人財

安定的・継続的に雇用を確保する目的から、新卒（大学・専門・高校）、社会人をバランスよ
く採用することを基本としており、加えて業務の拡大・高度化や退職等の状況に応じて即戦
力となるキャリア人財を全ての部門を対象に採用しています。

（２）外国人

国籍や人種などを問わず、将来の事業を支えていくために必要な能力・適性を有する人財
の確保を行っています。

特に、国際業務を中心に外国人財が活躍しており、今後も、当社における鉄道事業の海外
展開や業務の多角化等に合わせて採用します。

現時点では（１）（２）については、目標設定は行っていません。

＜参考指標＞

【女性社員の活躍推進実績】

・育児休業取得率 （正社員）　男性：98.3％、女性：100％（2024年4月～2025年3月実績）

・労働者に占める女性労働者の割合　7.5%（2025年4月1日時点）

・係長級にある者に占める女性労働者の割合　9.1%（2025年4月1日時点）

・管理職に占める女性労働者の割合　3.3%（2025年4月1日時点）

・役員に占める女性の割合　26.７%（2025年6月25日時点）

・新卒女性採用比率（総合職）38.1%、（エキスパート職）19.1%（2025年4月1日時点）

参考：女性の活躍推進のデータベース

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=2257

【障がい者雇用率】

2.70%（2025年6月1日時点）



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

コンプライアンスの推進、財務報告の信頼性の確保、業務の有効性・効率性の向上及び資産の保全の4つの目的を達成するため、当社における
内部統制システムの基本方針を次の内容で決議しています。

ア　当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・　コンプライアンスに関する規程及び行動基準に基づき、取締役社長を最高推進責任者とする体制のもと、コンプライアンスを重視した職務の執
行を推進します。

・　総括推進責任者（最高推進責任者の指名した取締役又は執行役員）を委員長とするコンプライアンスに関する委員会を設置し、必要な案件を
協議します。

・　内部監査を担当する組織として取締役社長の直属にある監査室は、各部門の業務全般について内部監査に関する規程に基づき監査を実施し
ます。

・　コンプライアンスの一層の浸透を図るため、すべての役職員を対象とする研修を継続的に実施します。

・　内部通報制度を設け、コンプライアンスに反する行為又は疑問のある行為に対して適切に対処します。内部通報をした者に対しては、内部通報
制度を活用したことを理由として、不利益な取扱いは行いません。

・　財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備及び運用します。

・　秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは決して関係を持たず、反社会的勢力の活動を助長するような行為は行いません。

イ　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・　取締役会及び経営会議の議事録、決裁文書その他取締役の職務執行に係る文書に関し、文書管理に関する規程に基づく保存期間、管理体
制等の下で適切に保存及び管理します。

ウ　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・　リスクマネジメントに関する規程及び基本方針に基づき、取締役社長を最高推進責任者とする体制のもと、リスク管理体制を構築し、具体的リ
スクへの対応を適切に実施します。

・　総括推進責任者（最高推進責任者の指名した取締役又は執行役員）を委員長とするリスクマネジメントに関する委員会を設置し、必要な案件を
協議します。

・　鉄道輸送の安全確保のため、事故、災害及び不測の異常事態に関しては、事故、災害等の対策に関する規程に基づき適切に対応するほか、
鉄道輸送について更なる安全管理体制の充実を図ります。

エ　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・　取締役社長を議長とする取締役会を原則として月１回以上開催し、経営に関する最重要事項の審議、取締役の職務執行状況の監督等を行う
ほか、経営の機動的かつ円滑な遂行のために、取締役社長を議長とする経営会議を原則として週１回以上開催し、経営に関する重要事項を審議
します。

・　取締役又は執行役員は、業務の執行状況について、取締役会及び経営会議において報告します。

・　取締役会において中期経営計画に基づく経営目標値及び業績評価指標を踏まえた年度計画を策定し、業績の管理を行います。

・　業務組織、業務分掌、職制及び職務権限に関する規程に基づき、組織的かつ効率的な職務執行を図ります。

オ　当社及び当社子会社（以下「グループ会社」という。）から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・　コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する規程に基づき、コンプライアンス及びリスクマネジメントへの取組みを、グループ全体として推進
します。さらに、内部通報制度の相談・通報範囲をグループ全体とします。内部通報をした者に対しては、内部通報制度を活用したことを理由とし
て、不利益な取扱いは行いません。

・　グループ会社管理に関する規程に基づき、グループ全体の適正かつ効率的な業務執行を図ります。

・　財務報告の信頼性を確保するための内部統制を、グループ全体の取組みとして推進します。

・　グループ会社は、グループ会社管理に関する規程の定めるところに従い、当社に報告し、決定に際しては、当社の承認を経るものとします。

・　監査室は、グループ会社の業務全般について内部監査に関する規程に基づき監査を実施します。

カ　当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

・　監査役室は業務執行部門から独立した組織とし、監査役室長は監査役の命を受け、監査役の監査に関する補助業務を行います。

・　監査役室に室長を含む使用人数名を置き、監査業務を補助すべき専属の使用人とします。

・ 監査役室の使用人の人事については、監査役と事前協議します。

キ　当社の監査役への報告に関する体制

・　監査室は、内部監査結果について取締役社長に報告後、監査役に報告します。

・　取締役及び使用人は、監査役監査規程の定めるところに従い、監査役に対し、計算書類及びその附属明細書、株主総会に提出する議案及び
書類並びに会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び後発事象に関する文書を提出するとともに、業務執行に関する重要な決裁文書等
の文書類を回付し、説明を行います。

・　取締役及び使用人は、監査役会規程の定めるところに従い、監査役会において報告を行います。

・　取締役及び使用人は、グループ会社管理に関する規程の定めるところに従い、グループ会社の取締役及び使用人から報告を受け、監査役に
報告します。

・　上記の報告をした者に対しては、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いは行いません。

ク　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・　代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行います。

・　取締役は、監査役が監査役監査規程に基づき、重要な意思決定の経過、業務執行状況等を把握するため、重要な会議に出席し、必要に応じ
て意見を述べることができるよう措置します。

・　監査室及び会計監査人は、監査役監査規程の定めるところに従い、監査の効果的な実施のため、監査役又は監査役会に、監査に関する報告
をするほか、相互の監査計画についての意見の交換を図り、連絡を密にします。

・　監査役又は監査役会は、その職務の執行上必要がある場合は、監査役監査規程に基づき、取締役社長の承認を得て監査役室以外の使用人
に臨時に監査に関する業務を行わせることができます。

・　監査役は、職務の執行上必要と認める費用について、監査役監査規程の定めに従い、会社に請求することができます。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

「反社会的勢力対応規程」及び「内部統制システムに関する基本的な考え方」に規定しているとおり、秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは決し
て関係を持たず、反社会的勢力の活動を助長するような行為は行いません。

取引先と契約する際には、契約書に必ず反社会的勢力排除条項を盛り込むこととしています。また、万一に備えて、顧問弁護士を通じた緊急体制
の構築にも努めています。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、経営の透明性を確保するため、常に株主、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行えるよう社内体制の充実
に努め、株主、投資家への会社情報の適時適切な開示について真摯な姿勢で臨むことを適時開示の基本方針としています。

会社情報の適時開示にあたっては、経営全般の企画、管理を行う部門である経営企画本部にIR室を設置し、重要な会社情報が経営企画本部に
収集される体制を構築しています。収集された情報は、逐次情報取扱責任者に集められ、所要の検討・手続を経た上で、公表すべき情報は適時
に公表することとしています。

また、社員に対する周知・啓発については、当社及び子会社の社員を対象として、適時開示制度の内容、社内の体制等について、インサイダー取
引防止策とともに随時研修を行っています。今後も、上記内容のほか、経営者の適時開示への取組方針や、開示情報の項目等について、インサ
イダー取引防止策とともに、研修等により随時教育していく予定です。



【模式図(参考資料)】 

 

 

※ 当社は、当社グループの全役職員及びその取引先からコンプライアンスに関する相談・通報を受け付

ける窓口として「企業倫理向上窓口」を開設しています。相談・通報内容に対しては、事実関係の調査、

対策方針等の検討を行うとともに、必要に応じてコンプライアンス・リスクマネジメント委員会で協議

し適切に対応しています。 

なお、当社役員等（役員、執行役員、相談役及び顧問）を対象とする通報を受け付ける窓口を社外の弁

護士事務所に設置しています。 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

＜当社グループに係る適時開示のフロー＞ 
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【情報取扱責任者】 
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広報部 

情報開示 

（適時開示情報伝達システム、ウェブサイト等） 

 

 

※発生事実の場合は

事後報告 

報告 承認・指示 開示 


